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奴 隷 解 放 運 動 と 『ウ ォー ル デ ン』 一

「よ り高 い法 則 」 をめ ぐっ て

高 橋 勤

ソ ロ ー の 『ウ ォ ・・・…ル デ ン』 が 出版 され た の は1854年8月9日 で あ り、 昨 年

で150周 年 を迎 えた 。1854年 とい う と、 ソ ロー は その 年 の 独 立 記 念 日、 つ ま り

『ウ ォ ー ル デ ン』 上 梓 の ほ ぼ一 月 前 に 「マ サ チ ュ ー セ ッ ツ の奴 隷 制 度 」 とい

う講 演 を行 な って い る。 『ウ ォー ル デ ン 』 に示 され た 「自 己 解 放 」 の 思想 と、

「マ サ チ ュー セ ッツ の 奴 隷 制 度 」 にお け る奴 隷 解 放 の 論 理 とは どの よ うに結

び つ い て い た の か 。

1850年 代 半 ばの ア メ リカ を振 り返 って み る と、「逃 亡 奴 隷 法 」(「1850年 の妥

協 案 」)の施 行 に よ り北 部 と南 部 の 緊 張 が 一 気 に高 ま った 時 代 で あ った 。 この

法 律 に よ って ボ ス トン周 辺 に お い て も黒 人 の 拘 束 が相 次 ぎ、 ニ ュー イ ン グ ラ

ン ド地 方 で は廃 止 論 者 ばか りで は な く、 穏 健 な人 道 主 義 者 た ち に よ る抗 議 活

動 も活 発 化 して い た 。 ソ ロ ー が 「マ サ チ ュ ー セ ッツ の 奴 隷 制 度 」 とい う講 演

を行 な った の も、 こ う した 奴 隷 制 廃 止 論 者 の 集 会 に お い て の こ とだ っ た の で

あ る。

本 論 で は、 『ウ ォ ー ル デ ン』が1854年 に 出版 さ れ た 事 実 に注 目 し、 南 北 戦 争

前 に お け る奴 隷 解 放 運 動 とい う観 点 か ら、 『ウ ォー ル デ ン』と、 同 年 に講 演 さ

れ た 「マ サ チ ュー セ ッツ の 奴 隷 制 度 」、 そ して 「原 則 な き生 活 」 を に つ い て 考

察 した い 。

1奴 隷 解 放 運 動 と コ ン コ ー ド

10年 目の 記 念 日

ソ ロー の ウ ォー ル デ ン湖 畔 で の 独 居 生 活 が 、1845年7月4日 の独 立 記 念 日

に始 め られ た こ と は周 知 の とお りで あ ろ う。 そ の2日 後 、 つ ま り7月6日 の

日記 にお いて 、 ソ ロー は この 実 験 的 な ひ と り暮 ら しの 目 的 を意 気 揚 々 と語 っ

て い る。
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人間の内なる西インド諸島、つまり海 を隔てた領土ではな く、個人の思

考 と想像力の領域 において自己を解放すること。解放 された一っの心 と

知性 それが百万の奴隷の足枷を外すことになるのだ。(PJ2:154)1

ソローは奴隷解放 という同時代的な問題に触れなが ら、それを精神的な意味

合いに読み替 えるかたちで 「自己解放」の必要性を主張した。 この日記の一

節 は 『ウォールデン』の核心的な主張 として、冒頭 「経済」の章 に組み込 ま

れ ることになる。

ときどき不思議に思うのだが、われわれは黒人奴隷 という卑劣だが、ど

こか遠い地の奴隷制度を気にかけるほ ど、不真面 目であっていいのだろ

うか。なぜなら、北部 と南部の両方を隷属させ る抜け目のない、狡猜な

奴隷監督があまたいるか らである。南部の奴隷監督 というの もひどいが、

いちばんひ どいのはあなた自身が自分の奴隷監督 になることである。(中

略)人 間の内なる西イン ド諸島、いわば個人の空想 と想像力の領域 にお

いて自己を解放すること それをもた らすウィルバーフォースはど

こにいるのだろうか。(W4)2

英領西イン ド諸島において奴隷制度が廃止されたのは1834年8月1日 で

あった。その10年 後の1844年8月1日 、つ まりソローがウォールデンに入る

前年に、エマソンは 「英領西イン ド諸島の奴隷解放」("Emancipationinthe

BritishWestIndies")と いう講演をコンコードで行 なっている。 ソローが西

インド諸島の奴隷解放 に言及 した背景には、おそらくエマソンの講演が直接

のきっかけとなっていたであろうし、西イン ド諸島の奴隷解放 を祝 う記念日

が当時のコンコー ドにおいて遵守されていたという経緯 もあるだ ろう。

エマソンを講演に招いたのは奴隷制反対 コンコー ド婦人部であった。コン

コー ド婦人部 には、 ソローの母 シンシアやエマソンの妻 リディア ンが積極的

なメンバーとして活動 しており、いわばエマソンは身内の政治活動 にかつぎ

出される形で講演を行なったのである。そ して、 このエマソンの講演のため

にコンコー ド第一教会の鐘を鳴らしたのは、ほかな らぬソロー自身であった

のだ。3
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「遠 い地 の 奴 隷 制 度 」

こ こに お い て特 に注 目 した い の は、 奴 隷 制 度 が 「ど こか 遠 い地 の奴 隷 制 度 」

("somewhatforeignformofservitude")と 表 現 され て い る こ とで あ る。

む ろ ん 、 この 一 節 は精 神 的 な 「自己 解 放 」に つ い て述 べ た もの で あ り、 「遠 い

地 の」("foreign")と い う言 葉 は 、内 に対 す る外 、 つ ま り自己 に対 す る社 会 を

示 す修 辞 で あ っ た こ とだ ろ う。 とい う の も、 「この比 較 的 自 由 な 国 」に お いて

さ え 、住 民 は 「自分 の奴 隷 監 督 」 とな り、 「自分 に対 す る意 見 の奴 隷 で あ り囚

人 」 とな って い る状 況 が あ っ た か らで あ る。

い っぽ う、 この"foreign"と い う言 葉 の 中 に、 奴 隷 制 度 に対 す る ソ ロー 自

身 の微 妙 な 距 離 感 を読 み込 む こ と も可 能 で は な い だ ろ うか 。つ ま り、「どこ か

遠 い地 の 奴 隷 制 度 」 とい う修 辞 が 「マ サ チ ュー セ ッツ の 奴 隷 制 度 」 へ と移 行

す る過 程 に、 ソロ ー に お け る 態 度 の 変 化 を、 さ らに は40年 代 と50年 代 に お け

る奴 隷 制 に関 す る世 論 の変 遷 を読 み 込 む こ とは で きな い で あ ろ うか。 先 に挙

げ た 日記 の 一 節 に み られ る よ う に、 「心 と知 性 の 解 放 」が 最 終 的 に奴 隷 の 解 放

を 導 く とい う考 え方 は、 ソロ ー に お け る改 革 思 想 の 哲 学 性 を 示 す もの で あ っ

た か らで あ る。

エ マ ソ ン に よ る 「英 領 西 イ ン ド諸 島 に お け る奴 隷 解 放 」 と い う講 演 を み て

も、 そ こ で問 題 と さ れ た の は社 会 制 度 そ の もの の 変 革 で は な く、 あ く まで も

個 人 の 変 革 と完 成 で あ った 。「あ な た 方 は黒 人 で あれ 白人 で あ れ 、男 で あ れ 女

で あ れ 、 自分 自身 を救 わ な けれ ば な らな い とい う こ とだ 。 他 か らの 救 い は な

い 」4とい う主 張 は、 ま さ に 「自己 信 頼 」 の 思 想 で あ っ た の だ 。1844年 に行 な

わ れ た 他 の二 つ の 講 演 、「ニ ュ ー イ ング ラ ン ドの 社 会 改 革 家 」("NewEngland

Reformers")、 「政 治 」("Politics")に 共 通 す る 主 張 も、 あ ら ゆ る社 会 改 革 は

「部 分 的 」 な もの に す ぎず 、 自己 の改 革 こそ本 質 的 な改 革 で あ る とい う こ と

だ った 。 「社 会 制 度 の 欠 陥 が一 つ や 二 つ、 あ る い は二 十 修 正 され た と し て も、

そ れ は大 した こ とで は な い 。 む し ろ、 個 々 人 が 良 識 を もつ こ とこ そ重 要 な の

で あ る。」5社会 改 革 の基 本 に個 人 の精 神 を据 え る と い う考 え方 は、エ マ ソ ンの

「自己 信 頼 」 にお い て も
、 また ソ ロー の 「自 己 解 放 」 の 思 想 に お い て も共 通

した もの で あ り、40年 代 の 奴 隷 解 放 を め ぐる穏 健 派 の 意 見 を代 弁 して もい た

の で あ る。

40年 代 の 解 放 思 想

1840年 代 に お い て 、奴 隷 解 放 に つ い て の 議 論 は、「急 進 派 」(immedialist)
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と「段階派」(gradualists)と い う二つの考 え方に大 きく分かれていた。急進

的な廃止論者 たち(abolitionists)は 奴隷制度の即時撤廃 と黒人奴隷の全面的

な解放を求めた。いっぽう、「段階派」と呼ばれた解放論者の多 くは、原則的

には奴隷制に反対 しっつ も、社会の転覆 をも辞 さない廃止論者の主張には懐

疑的であり、むしろ、世論の高まりと黒人奴隷の自立を第一義に考 えていた。6

かれらにとって奴隷制度は社会悪でありなが ら、キ リス ト教精神に基づ く個

人の完成 という、超絶主義的な命題によって克服 されるべ き問題であったの

だ。1840年代の ソローやエマソンにおける奴隷制 とのかかわ りを考える場合、

人々の良心に訴 えかける 「道徳的な説得」(moralsuation)と いう方策 こそ

その特色を示す ものであり、 ソローの言葉 を借 りるならば、社会改革よりも

「精神的な改革」("moralreform"W61)が 優先 されたのである。

2逃 亡 奴隷 法 と 「よ り高 い法 則」

『ウォールデ ン』の亀裂

ここで思い起 こさな くてはならないのは、『ウォールデン』という作品が九

年間の推敲ののちに刊行 されている事実である。40年 代半ばの体験 に基づい

て書かれた文章が7回 にわたって改稿され、あるいは大幅に加筆 されて、50

年代半ばに出版 された経緯である。『ウォールデン』の草稿を詳細 に研究 した

J.リ ン ドン ・シェインリィによると、作品の後半部、特に 「池」、「より高

い法則」、「動物の隣人たち」、「以前の住人、冬 の訪問者」等の章は、1852年

以降に全面的に改稿 され加筆されたものであった。7この 『ウォールデン』の

創作上の亀裂 に注 目したのがロバー ト・サ トルマイヤーであり、社会風刺が

顕著な前半部 に対 して、52年 以降に書かれた後半の章では、 より内向的で思

索的な傾向が見 られ、弱者 に対する共感の姿勢がある、 と指摘 した。8

『ウォールデン』の創作上の亀裂のなかに、ソローにおける奴隷制 に対す

る態度の変化 を読み とることはで きないであろうか。つ まり、『ウォールデン』

というテキス トは奴隷解放運動をめぐる40年代半ばの政治思想 と、逃亡奴隷

法の発令を経て、北部 と南部の対立が激化する50年代の思想を複雑に反映 し

ていた、 と考 えることはできないであろうか。

黒人奴隷の伝記

52年以降に加筆 された 『ウォールデン』の後半部を検討する前に、「1850年
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の妥協案」(逃 亡奴隷法)の 発効によって生 じた社会状況の変化について整理

しておきたいと思 う。

身近な ところから話 をはじめると、ソローの母シンシアとエマソンの妻 リ

ディアンが奴隷制反対 コンコー ド婦人部の積極的 なメンバーであった こと

は、前にも触れた。じっさい、コンコー ドは逃亡奴隷の支援組織である 「地

下鉄道」の 「停車場」 として知 られ、ニューイングラン ド地方における奴隷

解放運動のひとつの拠点であったのである。9さらに、逃亡奴隷法の新たな施

行は、おおくの穏健派の奴隷解放論者 を政治活動 に駆 りたてることになる。

なぜなら、 この法律の新たな発令にともない、身近 なところで黒人が相次い

で拘束されていたからである。ボス トンでは、51年2月 にシャドラックの拘

束事件が起 こり、103月には トーマス ・シムズが強引にジョージア州に送還 さ

れ、瀕死状態 にまで鞭打たれている。54年5月 には、ソローを激怒させたア

ンソニー ・バーンズの拘束事件が起 こり、マサチューセッツ州における奴隷

制反対運動 を激化 させた。 ソローが 「マサチューセ ッツの奴隷制度」 という

講演を行なったのも、バーンズ事件 に関す る抗議集会においてのことだった。

ソローの逃亡奴隷に対する直接的な対応ぶりについては、すでにい くつか

の歴史的な証言がある。その中で もっとも頻繁に語 られるのは、ヘンリー ・

ウィリアムズ という逃亡奴隷 をほう助 した経緯である。1151年9月30日 、ボ

ス トンから逃走 してきたウィリアムズをソローは自宅にか くまい、翌 日列車

の切符を買い与 え、カナダへ と逃亡 させている。この ことに深 く感謝 したウィ

リアムズは、解放されたのち、ソローの元ヘアンクル ・トムの彫像を送 り届

けた と一。

52年以降大 きく改稿 された 『ウォールデンsの 後半部 を見ると、す ぐさま
「昔の住人、冬の訪問者」という章が注目されるだろう。なぜなら、ケイ トー・

イングラハム、ジルファ、ブリスター ・フリーマンという3人 の黒人の短い

伝記が書 き記されているか らである。 その著 しい特徴は、黒人の生活の困難

さと悲劇性であり、そうした生 きざまへの深い共感であった。ジルファにつ

いて書かれた、「彼女 はっ らい人生を過 ごした、ある意味では非人間的な人生

だった」 という言葉にソローの共感 を読みとることもできるであろうし、黒

人奴隷の人生 を「語 る」行為そのものに、重要な、同時代的な意味合いがあっ

た とも言 えるだろう。12というのも、45年 に刊行 された 『フレデリック ・ダグ

ラスの伝記』が知識人や人道主義者 らに覚醒作用をもた らしたのも事実であ

り、52年 に出版されたス トウ夫人の 『アンクル・トムの小屋』がベス トセラー・一一一
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と な り、 奴 隷 制 に つ い て 議 論 を 巻 き起 こ して い た か らで あ る。57年 に は 、黒

人 奴 隷 の人 格 を否 定 し 「所 有 物 」(property)で あ る と した 、Dred-Scott判 決

が 出 され るが 、 こ う した 「人 」 か 「物 」 か とい う南 北 の せ め ぎ合 いの 中 で 、

黒 人 の 人 生 を 「語 る」 行 為 に は象 徴 的 な 意 味 合 いが あ った と思 わ れ る。

"AnimalFood"か ら"HigherLaws"ヘ

サ トル マ イ ヤ ー は 『ウ ォ ー ル デ ン』の後 半 部 を検 証 す る過 程 にお い て 、 「よ

り高 い 法 則 」 と い う章 に注 目 して い る 。52年 以 降 に そ の大 半 が 書 き加 え られ

た この 章 は、 第6稿 まで 「肉食 」("AnimalFood")と い うタ イ トル が 付 され

て い た 。 サ トル マ イ ヤ ー に よ る と、 「肉食 」 とい う章 題 が 急 遽 「よ り高 い法

則 」 へ と変 更 され た 背 景 に は 、 ソ ロ ー の 思 想 に お い て 精 神 と肉 体 に関 す る考

察 が 深 化 した か らだ 、 と説 明 され る。13

サ トル マ イ ヤ ー は こ こ で奴 隷 解 放 運 動 へ の 言 及 を避 け て い る の だ が、 それ

は む しろ不 自然 な こ との よ うに 思 わ れ る 。 とい うの も、 この 「よ り高 い法 則 」

と い う語 句 は、50年 代 の 奴 隷 解 放 思 想 に お い て ひ とつ の 重 要 な キ ー ワ ー ドと

な っ て い た か らで あ る。 ダニ エ ル ・ウ ェ ブ ス タ ー が逃 亡 奴 隷 法 を擁 護 して 行

な った 「3月7日 の演 説 」 に対 して 、 上 院 議 員 ウ ィ リア ム ・シ ー ウ ォ ー ドは

数 日後 、 「連 邦 憲 法 よ り も高 い法 則 」("HigherLawthantheConstitution")

が あ る、 と反 論 した。14それ 以 来 、 「よ り高 い 法 則 」とい う言 葉 は奴 隷 制 廃 止 論

者 た ち に歓 迎 され 、 そ の精 神 を示 す 常 套 句 と さ え な って い た か らで あ る。

54年 にエ マ ソ ンが 行 な った 「逃 亡 奴 隷 法 」 と い う講 演 に は、 当 時 の 政 治 状

況 の一 幕 に ふ れ た 「よ り高 い法 則 」へ の 言 及 が あ る。 エ マ ソ ン は 、 ダ ニ エ ル ・

ウ ェ ブ ス タ ー が ニ ュー ヨー ク 州 オ ルバ ニ ー で行 な った 演 説 を引 用 し、 き わ め

て 感 情 的 に こ う断 罪 す る。

そ して 、 道 徳 や 義 務 の 問 題 と い う こ とに話 が お よぶ と、 か れ(ウ ェ ブ ス

タ ー)は は っ き り と こ う語 った の で あ る、 「よ り高 い 法 則 とか い う もの 、

こ の地 上 と天 上 界 の 間 の ど こか に あ る とか い う もの 、 一 そ ん な もの が ど

こ に あ る の か 、 わ た く し に は わ か ら な い 。」 記 者 の 伝 え る こ とが 本 当 な

ら、 この 嘆 か わ しい 無 神 論 に よ っ て 、 聴 衆 の 間 に 嘲 笑 の波 が 起 きた とい

う こ とだ 。15

こ の 一 節 を見 て も、 「よ り高 い法 則 」と い う宗 教 上 の概 念 が 当 時 の 政 治 状 況 を
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大 き く揺 る が して い た事 実 が 理 解 で き る だ ろ う。 ウ ェ ブ ス タ ー の オ ル バ ニ ー

で の 演 説 は そ う し た背 景 を皮 肉 った 言 葉 で あ り、 エ マ ソ ン は それ を 「嘆 か わ

しい 無 神 論 」 と非 難 した の だ った。

『ウ ォー ル デ ン』の 改 稿 段 階 に お い て 、 「肉食 」と い う当 初 の タ イ トル が 「よ

り高 い法 則 」 へ と変 更 され た背 景 に は、 こ う し た政 治 状 況 が あ っ た こ と は否

め な い 。 ソ ロー は ま た 、 こ の 「よ り高 い 法 則 」 と い う 宗 教 的 な 概 念 が 、

『ウ ォ ー ル デ ン』 の 出 版 前 後 に行 な わ れ た二 つ の講 演 「マ サ チ ュ ー セ ッ ツの

奴 隷 制 度 」、 「原 則 な き生 活 」 と密 接 に結 び つ け られ て い た こ とを熟 知 して い

た の で あ る。

3「 原 則 」 と 「妥 協 」 の は ざ ま

3つ の"HigherLaws"

「マ サ チ ュー セ ッ ツの 奴 隷 制 度 」 は、 前 に も触 れ た とお り、1854年5月 に

起 きた ア ン ソ ニ ー ・バ ー ン ズ の 拘 束 事 件 に 対 す る抗 議 集 会 で行 な わ れ た 演 説

で あ った 。 こ の演 説 に お い て 、 ソ ロー は マ サ チ ュー セ ッ ツ州 政 府 とメデ ィ ア

の 対 応 を批判 し、 行 政 と世 論 が 「良 心 」 を著 し く欠 い た 状 況 を糾 弾 した 。 こ

の 演 説 を全 文 掲 載 した 『ニ ュー ヨー ク ・トリ ビ ュ ー ン』 紙 の ホ レ イ ス ・グ リー

リー は"AHigherLawSpeech"と い う題 で 解 説 を付 して い る。

よ り低 い法 律 を扱 っ て い る雑 誌 の連 中 は、 米 国 議 会 に お い て 「よ り高 い

法 則 」 を唱 導 す る者 た ちの 演 説 を とや か く非 難 す る。 しか し、 わ れ わ れ

は今 朝 こ こに 正 真 正 銘 の 「よ り高 い 法 則 」 の 演 説 を掲 載 して 、 あ の連 中

を訓 化 して や らね ば な らぬ 。 そ の演 説 とは ヘ ン リー ・D・ ソ ロー が 先 の

独 立 記 念 日 に お い て 、 マ サ チ ュ ー セ ッ ツ州 フ ラ ミ ン ガ ム で行 な っ た演 説

で あ り、 ウ ィ リア ム ・ロイ ド ・ギ ャ リソ ン は そ の場 で 米 国 憲 法 を焼 き捨

て た とい う。「よ り高 い 法 則 」 の 演 説 で は サ ム ナ ー 、 シー ウ ォ ー ド、チ ェ

イ ス が 一 級 品 で あ る と言 わ れ る が 、 こ の演 説 を 目 に した もの は、 そ う し

た 主 張 が い か に い か が わ し い もの で あ る か が わ か る だ ろ う。 ソ ロ ー氏 こ

そ正 真 正 銘 の 本 物 で あ る(後 略)16

こ こ にお い て注 目す べ き こ と は、 「よ り高 い 法 則 」 あ る い は 「よ り低 い法 則 」

とい う言 い ま わ しが 、 当 時 の 政 治 状 況 にお い て 共 有 され 、 特 有 の レ トリ ッ ク
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となっていた事実である。「マサチューセッツの奴隷制度」 という挑発的なタ

イ トルからして、われわれはソローの独自性 を想起 しがちだが、 この演説は

すでに"Higher-LawSpeech"と いう類型化された演説の ジャンルに沿って

作成 されたものだった。そうした背景 を熟知 した聴衆に向かって、ソローは、

「いま必要 とされているのは、連邦憲法よりも高い法則、いや多数の決定よ

りも高い法則 をわきまえる人間である」17と語 りかけたのである。

「原則 なき生活」("LifeWithoutPrinciple")は 改稿の段階において 「よ

り高い法則」("HigherLaws")と いう題名が付されられていた。この演説は、

カ リフォルニアのゴール ドラッシュを例 に引 きながら社会の物質主義的風潮

を警告し、 「精神的な自由」を追求することの意義を主張した ものであった。

このエッセイにおいても、ソローはアメリカ社会がいかに 「原則」を欠いた

状況にあるかを批判 し、その典型的な例 として奴隷制度 を槍玉に挙 げている。

政府 と立法。こうした ことをわたくしは立派な仕事だ と考えていた。(中

略)し か し、考えてもみ給 え、黒人奴隷の子孫の数を規制 し、たばこの

輸出を規制する法律 をつ くるな どということを。神聖な法律家 とたばこ

の輸出入 といったいどういう関係があるというのか。人間味のある法律

家 と黒人奴隷の子孫 とどういう関係があるというのか。18

この一節においても、社会の法 と 「より高い法則」 という宗教的 な概念が対

比的に描かれている。「神聖な法律家」とは、むろん、キリス ト教の神であ り、

その神の定めた 「より高い法則」は社会 と個人が抱いていなければならぬ「良

心」であり 「原則」であった。

「ピュアであること」

『ウォールデン』の 「より高い法則」 という章 に関 して興味深いことは
、

奴隷制への言及がいっさい見られないことである。よく知 られているように、

この章 は生 きたマーモ ットを食 らうという野性的な本能を描いたエピソー ド

で始められている。内なる野性 というものを尊重 しなが ら、他方において、

精神的で詩的な生活 一「より高い原則に従 った生活」一を希求するという、い

わば、ソローにおける超絶主義思想の核心 を示す章であった。ではソローは、

なぜ、「肉食」 という本来の章題を 「より高い法則」へと変えたのか。「より

高 い法則」 という言葉の政治的な含蓄 を熟知 しながら、なぜ奴隷制に関する
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言及を避 けたのか。さらに、ソローにおける超絶主義思想 と奴隷制 とは無縁

であったのか。

こうした問いに答 えるヒン トは、この章の後半部に示されているように思

われる。 というのも、ソローは後半部において、感覚的なイメージを用いて

人間存在の 「純粋さ」について語っているか らである。「清潔 さこそ人間の開

花 した状態」(W149)で あり、「純潔の水路が開いていれば、人間は直接神へ

と合流する」(W49)。 こうした言葉に見 られるとお り、「よ り高い法則」 とい

う章に記 された内容 は、ピュー リタン的な倫理 と感性であった。つ まり、ソ

ローはマサチューセッツの精神風土を示唆することによって、間接的に、し

か もその根本において奴隷制を否定 したと考えられないだろうか。「より高い

法則」 とい う章題によって示 された政治な意図は、比喩的な表現を用いて詩

的に表現 された、と言 えるのではないだろうか。「われわれの生活のすべては

驚 くほ どに道徳的であ り、美徳 と悪徳の間には一瞬の休戦 もない」(IV46)の

であり、「不純な ものは純潔さとけっして交わることはない」(W48)の だ。

ここで想起すべきことは、「マサチューセッツの奴隷制度」の結末において、

ソローが沼地で見つけた睡蓮の花の 「純粋 さ」に人類の希望を託 したことで

ある。いや、 この演説全体において、 ソローは 「より高いもの」 と 「より低

い もの」を明確に色分 けし、感覚的なイメージと比喩を用いて奴隷制 を激 し

く糾弾 していたことである。南部あるいは奴隷制には「蛇」「爬虫類」のイメー

ジが多用され、「逃亡奴隷法」を追認 したマサチューセ ッツ州は 「地獄」に喩

えられた。 こうした演説のレ トリックは、奴隷制廃止論者の中心人物 ウィリ

アム ・ギャリソンやウェンデル ・フィリップスの演説にもしばしば見 られる

修辞であ り、19こうした宗教性の主張 こそ、マサチューセ ッツ州の奴隷解放論

者の政治的なレトリックでもあったのだ。

「より高い法則」 という章 にみ られる 「ピュアであること」の意識的な強

調は、かならずしも、「肉食」に反発 したというだけの ものではないだろう。

それはマサチューセッツにおける宗教風土のルーツと政治的な 「原則」を示

す身振 りであり、南部の奴隷制 に象徴 されるどん欲 さや怠惰に対する痛烈な

攻撃であった と言えるのではないだろうか。それを裏づけるように、「マサ

チューセ ッツの奴隷制度」において多用された「蛇」「爬虫類」のイメージは、

「より高い法則」 においては 「不純なもの」の象徴 として用いられていた。

興味深い ことに、ソローは 『ウォールデン』の 「結論」 において、この作品

をウォールデン湖の氷の純粋 さに喩え、南部の商人の不純 などん欲 さと対比
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的に描 いている。「南部の商人 は[ウ ォールデンの氷]が 濁 ってで もいるかの

ように、その青い色に不満 を漏 らすが、それ こそ純粋さの証である。かれら

は白い色 をしたケンブリッジの氷 を好む というが、そちらは水草の味がす

る。」(レV217)

4マ サ チ ューセ ッッ とい う聖地

霊の法則
「マサチューセ ッツの奴隷制度」 という講演 を耳にした聴衆、あるいはそ

の講演録 を目にした読者たちが、この 『ウォールデン』の 「より高い法則」

の章に、奴隷制にまつわるイデオロギーを読み込んだであろうことは容易に

想像で きる。 しかし、他方において、「より高い法則」の起源が「逃亡奴隷法」

にまつわる政治的な論争にあると結論づけてしまうのは早計であろう。むし

ろ、シーウォー ドが用いた政治的なレ トリックは、エマソンを中心 とする超

絶主義思想の宗教的な思想 の中にこそその母型があった、 と考 えられる。20
「より高い法則」 という奴隷解放論者のレトリックを椰楡したウェブスター

に対 して、エマソンは 「より高い法則」 こそすべての法の根本的な原則であ

ると反論する。

法律家が法の原則 をないがしろにするほど盲目であることに、わた くし

は驚 いている。数カ月前、裁判所において 「より高い法則」が冗談のネ

タにされたと聴 いて驚 き、わたくしは数冊の法律書を持ち出 し、経いて

みた。 どの分野の法律書においても聖書がその重要な一部 を構成 し、法

の原則に照 らし合わせると、不道徳な法律は効力をもたない、 というこ

とをしばしば耳にしていたからである。21

エマソンを中心とした超絶主義思想において、「よ り高い法則」という概念

が核心的な思想であったことは言 をまたない。「超絶」(transcendence)と い

う言葉その ものに 「より高い」精神性 という意味合 いが含 まれており、神学

的な 「法則」の探究 と実践 こそ、エマソンを含めた思想家たちが 目指 した も

のであったからである。エマソンが 「自然論」の結末において、観念論のな

かにこそ 「われわれは本当のよ り高い法則を見出すのである」22と語 ったこと

は象徴的であったし、「自然論」の構成その ものが 「より高い」精神性 に向け
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て 段 階 的 に 秩 序 づ け ら れ て い た の も事 実 で あ る。

「よ り高 い 法 則 」 とい う概 念 は
、 エ マ ソ ン の エ ッセ イ に お いて"thelawof

spirit","Law","theHighestLaw","transparentlaw","infiniteLaw"と

様 々 に 言 い 換 え られ 、「霊 の法 則 」("SpiritualLaws")、 「大 霊 」("TheOver-

Soul")、 「円 」("Circles")、 「償 い」("Compensation")と い うエ ッ セ イ の 核

心 を な す 思 想 で あ った 。 こ う した 「法 則 」 とい う概 念 の 背 景 に は、 自然 科 学

に お け る物 理 法 則 の 発 見 、 プ ラ トンの観 念 論 、 あ るい は カ ン トの 形 而 上 哲 学

等 の影 響 が あ った の で あ ろ うが 、 こ こで 確 認 して お きた い こ と は、 エ マ ソ ン

に お い て 「よ り高 い 法 則 」 とい う概 念 は、 た ん に 宗 教 的 、 政 治 的 な修 辞 で は

な く、神 学 的 な信 念 で あ り、 物 理 的 な 法 則 の発 見 と同 様 に 、 真 実 の顕 現 と み

な され て い た こ とで あ る。 カ ン トが哲 学 の 科 学 を め ざ した よ う に、 エ マ ソ ン

は宗 教 の 科 学 を追 い 求 め た と言 え るだ ろ う。

「透 明 な 眼 球 」

さ らに 、 奴 隷 制 を含 め た 社 会 制 度 との 関 連 で 言 え ば、 「よ り高 い 法 則 」とい

う概 念 は 、 「顕 在 」 と 「純 粋 さ」23とい う二 っ の重 要 な 概 念 と結 び つ け られ て い

た。 エ マ ソ ンが 「神 学 部 講 演 」 に お い て 「法 の 完 全 無 欠 さが 人 々 の心 に適 応

さ れ 、社 会 の 法 と な る様 を見 るが い い 」24と語 っ た よ う に 、 「よ り高 い 法 則 」は

個 人 の 良 心 に反 映 され る もの で あ る と と もに、 社 会 の 法 と して 顕 在 化 され る

べ き もの で あ った か らで あ る。 す くな く と も、 エ マ ソ ン を含 めた 超 絶 主 義 者

の社 会 改 革 の 理 想 は そ こに あ っ た は ず で あ る。そ れ と と もに、「よ り高 い法 則 」

は個 人 の 内 面 の 「純 粋 さ」 を必 要 と した 。 なぜ な ら、 「よ り高 い 法 則 」が 自然

界 と精 神 界 に遍 満 し、 個 人 の 内 面 と社 会 に顕 現 す るた め に は、 「純 粋 さ」あ る

い は 「透 明 さ」 とい う概 念 が不 可 欠 で あ った か らで あ る。 エ マ ソ ン に と って 、

「重 力 の 法 則 と人 間 の心 の 純 粋 さは 同 一 の もの 」25であ っ た の で あ る。

同 じ よ う な意 味 合 い に お い て 、 ソ ロー は 『ウ ォー ル デ ン』 の 「結 論 」 に、

社 会 の 法 と 「よ り神 聖 な法 則 」に 根 ざ した 自己 の法 と を対 比 的 に描 い て い る。

正 しい 人 で れ ば、 「社 会 の最 も神 聖 な 法律 」 とみ な され る もの に も 「堂 々

と対 峙 」 し、 よ り神 聖 な 法 則 に従 う こ とに よ って 、 お の れ の道 を踏 み は

ず す こ とな く自己 の信 念 を確 認 す る こ とだ ろ う。 社 会 に対 して そ う した

態度 にで る こ とが 問題 な の で は な く、 お の れ の 法 則 に し た が って 自己 を

保 ち 続 け る こ とが大 切 なの で あ る。 も し この 世 に正 しい 政 府 とい う もの
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があるとすれば、自己の法則 と政府 はけっして敵対することはないので

ある。(W215)

こうした思想がニューイングランド地方、 とくにマサチューセ ッツ州 にお

ける奴隷解放運動の精神的な支柱であり、特有な政治的 レトリックともなっ

ていたのである。それは天 と地 という宗教的なレ トリックであるとともに、

北 と南、自由 と奴隷制 という地政学的なレトリックでもあったのである。

5お わ りに

むろん、『ウォールデン』という重層的なテキス トを奴隷解放運動 という政

治性のみによって説明することはできないであろう。「マサチューセ ッツの奴

隷 制度」が ソローにおける政治性 の一つ の極 を示 した ものであるな ら、

『ウォールデン』はその対極の世界 を描いた作品であるとすることもできる。

しかしなが ら、ソローがウォールデン滞在中にメキシコ戦争に反対 して入

獄 し、その10日 後 には、コンコー ド婦人部が奴隷制に反対する集会をソロー

の小屋の前で開催 した、 という経緯からしても、26ソローにおけるウォールデ

ン体験を透明な、政治性から明確に切 り離された出来事 と考えることはでき

ないのである。生活 を簡素化 し自己を 「解放」するという身振 りは、民主主

義(個 人主義)と いうアメリカの政治的な 「原則」を想起 させ る主張であ り、

さらには道徳的な 「純粋 さ」 というプロテスタンティズムの源流に立ち返 っ

て、個人 と社会の関係 を問い直すことでもあったと思われる。 この意味にお

いて、「自己解放」を示した 『ウォールデン』は、個人の再生の書であるとと

もに、奴隷制 という根本的な矛盾 を抱えたアメリカ社会の再生 を意図 した書

であった とすることができるであろう。
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注

ed.RobertSattelmeyer(Princeton:PrincetonUP,1984)156.以 下 プ リン ス トン版 の

日記 につ い て は、 牙 と略記 し、 ペ ー ジ数 を付 す 。

2.HenryDavidThoreau,擁 ・'aldenandResistancetoCivilGovernment,2ndEdition,

ed.WilliamRossi(NewYork:Norton,1992)4.Waldenか らの 引用 につ いて は、 この

版 に依 る もの と し、 以 下Wと 略 記 し、 ペ ー ジ数 を付 す。

3.奴 隷 制 反対 コン コー ド婦人 部 につ い て は、WalterHarding,TheDの50fHenrp,

6.例 え ば、 当時 の 知 的指 導 者 で あ ったWilliamE.Channingの 著 作"Slavery"に はそ う し

た 主 張 がみ られ る。

12.ダ ニ エ ル ・ペ ック は 「昔 の 住人 」 に描 か れ た人 物 の描 写 を過小 に評 価 し、 ソロー は 「軽

くあ し らった 」("trivialize")、 と指 摘 して い るが、 ケ イ トー ・イ ング ラハ ム や ジル フ ァ

らの黒 人 の人格 を認 め、 その生 涯 を語 ろ う と した こ とは当 時 に お いて 意 義 深 い こ とで は

なか った だ ろ うか。 た と えば 、「ベ イ カ ー農 場 」 に描 か れ た ジ ョン ・フ ィー ル ドとい うア

イル ラ ン ド移 民 に対 す る描写 が一 貫 して冷 淡 で あ り、侮 蔑的 な口 調 で あ るの に対 して、ケ

イ トー や ジル フ ァへの まな ざ しは同情 的 です らあ る よ う に思 わ れ る。H.DanielPeck,

19.た とえ ば、 ウェ ブ ス ター の 「3月7日 の演 説 」に対 して、 フ ィ リップ ス は地 獄 の イ メー

ジを 用 い て こ う語 っ て いた。
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